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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３次元画像可視化システムであって、前記３次元画像可視化システムは、
　ａ．見る人の眼に関する空間内の投影デバイス位置から前記見る人の前記眼に向かって
画像を投影するための選択的に透明な投影デバイスであって、前記投影デバイスは、いか
なる画像も投影されないときに実質的に透明な状態をなすことが可能である、投影デバイ
スと、
　ｂ．前記投影デバイスに結合された遮閉マスクデバイスであって、前記遮閉マスクデバ
イスは、前記投影デバイスの前記見る人の前記眼とは反対側の１つ以上の位置から前記眼
に向かって、前記遮閉マスクデバイスおよび前記投影デバイスを通る軸上を進む光を、前
記投影デバイスによって投影される前記画像と相関する遮閉パターンで選択的に遮断する
ように構成されている、遮閉マスクデバイスと、
　ｃ．前記見る人の前記眼と前記投影デバイスとの間に挿入されたゾーンプレート回折パ
ターン形成デバイスであって、前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、前記投
影デバイスからの光が眼へ進む場合に、前記投影デバイスからの光に、選択可能な幾何学
形状を有する回折パターンを通過させ、前記回折パターンの前記選択的な幾何学形状に少
なくとも部分的に基づいて、前記眼からの模擬焦点距離で前記眼に進入させるように構成
されている、ゾーンプレート回折パターン形成デバイスと
　を備える、３次元画像可視化システム。
【請求項２】
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　前記投影デバイスと、前記遮閉マスクデバイスと、前記ゾーンプレート回折パターン形
成デバイスとに動作可能に結合されたコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記画像の投影および関連遮閉パターン、ならびに前記選択可能な幾何学形状における前
記回折パターンの挿入を調整するように構成されている、請求項１に記載のシステム。
【請求項３】
　前記コントローラは、マイクロプロセッサを備える、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記投影デバイスは、ディスプレイ面を実質的に占めている、実質的に平面的な透明デ
ジタルディスプレイを備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項５】
　前記ディスプレイ面は、前記見る人の前記眼の視軸から実質的に垂直に配向されている
、請求項４に記載のシステム。
【請求項６】
　前記実質的に平面的な透明デジタルディスプレイは、液晶ディスプレイを備える、請求
項４に記載のシステム。
【請求項７】
　前記実質的に平面的な透明デジタルディスプレイは、有機発光ダイオードディスプレイ
を備える、請求項４に記載のシステム。
【請求項８】
　前記投影デバイスは、前記見る人の前記眼の焦点深度が無限遠焦点深度であるように、
コリメートされた形態で前記眼に向かって前記画像を投影するように構成されている、請
求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　前記投影デバイスは、前記見る人の前記眼への送達前に前記画像のサイズを拡張するよ
うに構成された基板誘導型遅延射出瞳拡張デバイスに結合された高速小型プロジェクタを
備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　前記小型プロジェクタは、前記見る人の前記眼の視軸と実質的に垂直に装着され、前記
基板誘導型遅延射出瞳拡張デバイスは、前記小型プロジェクタから前記画像を受け取り、
前記眼の前記視軸と実質的に整合した配向で拡張されたサイズにおいて、前記画像を前記
ゾーンプレート回折パターン形成デバイスに送達して、前記見る人の前記眼に送達するよ
うに構成されている、請求項９に記載のシステム。
【請求項１１】
　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスおよび投影デバイスは、少なくとも１つ
の共通構造を備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、導波路に組み込まれ、前記投影デバ
イスは、前記導波路に結合された高速小型プロジェクタを備え、前記高速小型プロジェク
タは、前記画像が前記見る人の前記眼へ向かう途中で前記導波路から出る前に、前記回折
パターンを通して前記画像を進ませるように構成されている、請求項１１に記載のシステ
ム。
【請求項１３】
　前記小型プロジェクタは、前記見る人の前記眼の視軸と実質的に垂直に装着され、前記
導波路は、前記小型プロジェクタから前記画像を受け取り、前記眼の前記視軸と実質的に
整合した配向で拡張されたサイズにおいて、前記画像を前記見る人の前記眼に送達するよ
うに構成されている、請求項１２に記載のシステム。
【請求項１４】
　前記遮閉マスクデバイスは、ディスプレイを備え、前記ディスプレイは、前記ディスプ
レイの複数の部分の各々において光を遮閉するか、または通過させるかのいずれかを、各
部分において光を遮閉し、または通過させる関連コマンドに応じて、行うように構成され
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ている、請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記遮閉マスクデバイスは、１つ以上の液晶ディスプレイを備える、請求項１４に記載
のシステム。
【請求項１６】
　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、高周波数バイナリディスプレイを備
え、前記高周波数バイナリディスプレイは、ディスプレイの複数の部分の各々において光
を遮閉するか、または通過させるかのいずれかを、各部分において光を遮閉し、または通
過させる関連コマンドに応じて、行うように構成されている、請求項１に記載のシステム
。
【請求項１７】
　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、約５００Ｈｚから約２，０００Ｈｚ
の間のリフレッシュレートを有する、請求項２に記載のシステム。
【請求項１８】
　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、約７２０Ｈｚのリフレッシュレート
を有する、請求項１７に記載のシステム。
【請求項１９】
　前記コントローラは、毎秒約３０フレームから約６０フレームの間で前記投影デバイス
および遮閉マスクデバイスを動作させるように構成され、前記コントローラは、前記投影
デバイスおよび遮閉マスクデバイスの各フレームに対して最大約１２の異なる回折パター
ンをデジタル表示するように、前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスを動作させ
るように構成されている、請求項２に記載のシステム。
【請求項２０】
　前記投影デバイス、遮閉マスクデバイス、および前記ゾーンプレート回折パターン形成
デバイスは、前記見る人の１つの眼のための結像モジュールを集合的に備え、前記システ
ムは、前記見る人の別の眼のための第２の結像モジュールをさらに備える、請求項１に記
載のシステム。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　（関連出願データ）
　本願は、米国特許法§１１９のもと、米国仮特許出願第６１／５６３，４０３号（２０
１１年１１月２３日出願）の利益を主張する。これによって、上述の出願は、その全体が
本願に参照によって援用される。
【０００２】
　（発明の分野）
　本発明は、仮想現実および拡張現実画像化および可視化システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　（背景）
　３Ｄディスプレイが、真の深度感、より具体的には、模擬表面深度感をもたらすために
、ディスプレイの視野内の各点が、その仮想深度に対応する適応的応答を生成することが
望ましい。ディスプレイ点への適応的応答が、輻輳および立体視の双眼深度の手かがりに
よって決定されるような、その点の仮想深度に対応しない場合、人間の眼は、適応対立を
被り得、不安定な結像、有害な眼精疲労、頭痛、および適応情報がない場合は、表面深度
の完全な欠如をもたらす。図１を参照すると、拡張現実シナリオ（８）が、ユーザの現実
内の実際のオブジェクト（例えば、公園設定におけるコンクリート台座オブジェクト（１
１２０）を含む結像アイテム）についてのユーザの眺め、および、「拡張」現実の眺めを
もたらすように眺めの中に追加された仮想オブジェクトの眺めとともに描写されている。
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ここでは、ロボット像（１１１０）が、台座オブジェクト（１１２０）の上に仮想的に立
って示され、ハチのキャラクタ（２）がユーザの頭部付近で空中を飛んで示されている。
好ましくは、拡張現実システムは、３Ｄ能力があり、その場合、像（１１１０）が台座（
１１２０）の上に立っていて、かつ、ハチのキャラクタ（２）がユーザの頭部の近くを飛
んでいるという知覚をユーザに提供する。この知覚は、視覚オブジェクト（２、１１１０
）が異なる焦点深度を有し、ロボット像（１１１０）の焦点深度または焦点半径が台座（
１１２０）のものとほぼ同一であるという、ユーザの眼および脳への視覚適応手かがりを
利用することによって大きく増進され得る。図２で描写されるもの等の従来の立体３Ｄシ
ミュレーション表示システムは、典型的には、一定の半径方向焦点距離（１０）で、各眼
に１つずつ、２つのディスプレイ（７４、７６）を有する。上記のように、この従来の技
術は、３次元における深度を検出して解釈するために人間の眼によって利用される、有益
な手掛かり（眼に関する異なる焦点深度に到達するための眼球複合体内の水晶体について
の眼の再配置と関連付けられる適応手がかりを含む）の多くが欠けている。人間の眼／脳
の画像処理複合体の適応局面を考慮する、適応が正確な表示システムの必要性がある。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　（概要）
　一実施形態は、３次元画像可視化システムを対象とし、その３次元画像可視化システム
は、見る人の眼に関する空間内の投影デバイス位置から見る人の眼に向かって画像を投影
するための選択的に透明な投影デバイスであって、その投影デバイスは、いかなる画像も
投影されないときに実質的に透明な状態をなすことが可能である、投影デバイスと、投影
デバイスに結合された遮閉マスクデバイスであって、その遮閉マスクデバイスは、投影デ
バイスによって投影される画像と相関する遮閉パターンで見る人の眼から、投影デバイス
の反対側の１つ以上の位置から眼に向かって進む光を選択的に遮断するように構成されて
いる、遮閉マスクデバイスと、見る人の眼と投影デバイスとの間に挿入されたゾーンプレ
ート回折パターン形成デバイスであって、そのゾーンプレート回折パターン形成デバイス
は、投影デバイスからの光が眼へ進む場合に、投影デバイスからの光に、選択可能な幾何
学形状を有する回折パターンを通過させ、回折パターンの選択的な幾何学形状に少なくと
も部分的に基づいて、眼からの模擬焦点距離で眼に進入させるように構成されている、ゾ
ーンプレート回折パターン形成デバイスとを備える。本システムは、投影デバイスと、遮
閉マスクデバイスと、ゾーンプレート回折パターン形成デバイスとに動作可能に結合され
たコントローラをさらに備え得、そのコントローラは、画像の投影および関連遮閉パター
ン、ならびに選択可能な幾何学形状における回折パターンの挿入を調整するように構成さ
れている。コントローラは、マイクロプロセッサを備えてもよい。投影デバイスは、ディ
スプレイ面を実質的に占めている、実質的に平面的な透明デジタルディスプレイを備えて
もよい。ディスプレイ面は、見る人の眼の視軸から実質的に垂直に配向されてもよい。実
質的に平面的な透明デジタルディスプレイは、液晶ディスプレイを備えてもよい。実質的
に平面的な透明デジタルディスプレイは、有機発光ダイオードディスプレイを備えてもよ
い。投影デバイスは、見る人の眼の焦点深度が無限遠焦点深度であるように、コリメート
された形態で眼に向かって画像を投影するように構成されてもよい。投影デバイスは、見
る人の眼への送達前に画像のサイズを拡張するように構成された基板誘導型遅延射出瞳拡
張デバイスに結合された高速小型プロジェクタを備えてもよい。小型プロジェクタは、見
る人の眼の視軸と実質的に垂直に装着されてもよく、基板誘導型遅延射出瞳拡張デバイス
は、小型プロジェクタから画像を受け取り、眼の視軸と実質的に整合した配向で拡張され
たサイズにおいて、画像をゾーンプレート回折パターン形成デバイスに送達して、見る人
の眼に送達するように構成される。ゾーンプレート回折パターン形成デバイスおよび投影
デバイスは、少なくとも１つの共通構造を備えてもよい。ゾーンプレート回折パターン形
成デバイスは、導波路に組み込まれ、投影デバイスは、導波路に結合された高速小型プロ
ジェクタを備え、高速小型プロジェクタは、画像が見る人の眼へ向かう途中で導波路から



(5) JP 6250547 B2 2017.12.20

10

20

30

40

50

出る前に、回折パターンを通して画像を進ませるように構成され得る。小型プロジェクタ
は、見る人の眼の視軸と実質的に垂直に装着されてもよく、導波路は、小型プロジェクタ
から画像を受け取り、眼の視軸と実質的に整合した配向で拡張されたサイズにおいて、画
像を見る人の眼に送達するように構成されてもよい。遮閉マスクデバイスは、ディスプレ
イを備え、ディスプレイは、ディスプレイの複数の部分の各々において光を遮閉するか、
または通過させるかのいずれかを、各部分において光を遮閉し、または通過させる関連コ
マンドに応じて、行うように構成されてもよい。遮閉マスクデバイスは、１つ以上の液晶
ディスプレイを備えてもよい。ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、高周波数バ
イナリディスプレイを備え、高周波数バイナリディスプレイは、ディスプレイの複数の部
分の各々において光を遮閉するか、または通過させるかのいずれかを、各部分において光
を遮閉し、または通過させる関連コマンドに応じて、行うように構成されてもよい。ゾー
ンプレート回折パターン形成デバイスは、約５００Ｈｚから約２，０００Ｈｚの間のリフ
レッシュレートを有してもよい。ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、約７２０
Ｈｚのリフレッシュレートを有してもよい。コントローラは、毎秒約３０フレームから約
６０フレームの間で投影デバイスおよび遮閉マスクデバイスを動作させるように構成され
、コントローラは、投影デバイスおよび遮閉マスクデバイスの各フレームに対して最大約
１２の異なる回折パターンをデジタル表示するように、ゾーンプレート回折パターン形成
デバイスを動作させるように構成されてもよい。投影デバイス、遮閉マスクデバイス、お
よびゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、見る人の１つの眼のための結像モジュ
ールを集合的に備えてもよく、本システムは、見る人の別の眼のための第２の結像モジュ
ールをさらに備えてもよい。
本発明は、例えば、以下を提供する。
（項目１）
　３次元画像可視化システムであって、前記３次元画像可視化システムは、
　ａ．見る人の眼に関する空間内の投影デバイス位置から前記見る人の前記眼に向かって
画像を投影するための選択的に透明な投影デバイスであって、前記投影デバイスは、いか
なる画像も投影されないときに実質的に透明な状態をなすことが可能である、投影デバイ
スと、
　ｂ．前記投影デバイスに結合された遮閉マスクデバイスであって、前記遮閉マスクデバ
イスは、前記投影デバイスによって投影される前記画像と相関する遮閉パターンで、前記
見る人の前記眼から、前記投影デバイスの反対側の１つ以上の位置から前記眼に向かって
進む光を選択的に遮断するように構成されている、遮閉マスクデバイスと、
　ｃ．前記見る人の前記眼と前記投影デバイスとの間に挿入されたゾーンプレート回折パ
ターン形成デバイスであって、前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、前記投
影デバイスからの光が眼へ進む場合に、前記投影デバイスからの光に、選択可能な幾何学
形状を有する回折パターンを通過させ、前記回折パターンの前記選択的な幾何学形状に少
なくとも部分的に基づいて、前記眼からの模擬焦点距離で前記眼に進入させるように構成
されている、ゾーンプレート回折パターン形成デバイスと
　を備える、３次元画像可視化システム。
（項目２）
　前記投影デバイスと、前記遮閉マスクデバイスと、前記ゾーンプレート回折パターン形
成デバイスとに動作可能に結合されたコントローラをさらに備え、前記コントローラは、
前記画像の投影および関連遮閉パターン、ならびに前記選択可能な幾何学形状における前
記回折パターンの挿入を調整するように構成されている、項目１に記載のシステム。
（項目３）
　前記コントローラは、マイクロプロセッサを備える、項目２に記載のシステム。
（項目４）
　前記投影デバイスは、ディスプレイ面を実質的に占めている、実質的に平面的な透明デ
ジタルディスプレイを備える、項目１に記載のシステム。
（項目５）
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　前記ディスプレイ面は、前記見る人の前記眼の視軸から実質的に垂直に配向されている
、項目４に記載のシステム。
（項目６）
　前記実質的に平面的な透明デジタルディスプレイは、液晶ディスプレイを備える、項目
４に記載のシステム。
（項目７）
　前記実質的に平面的な透明デジタルディスプレイは、有機発光ダイオードディスプレイ
を備える、項目４に記載のシステム。
（項目８）
　前記投影デバイスは、前記見る人の前記眼の焦点深度が無限遠焦点深度であるように、
コリメートされた形態で前記眼に向かって前記画像を投影するように構成されている、項
目１に記載のシステム。
（項目９）
　前記投影デバイスは、前記見る人の前記眼への送達前に前記画像のサイズを拡張するよ
うに構成された基板誘導型遅延射出瞳拡張デバイスに結合された高速小型プロジェクタを
備える、項目１に記載のシステム。
（項目１０）
　前記小型プロジェクタは、前記見る人の前記眼の視軸と実質的に垂直に装着され、前記
基板誘導型遅延射出瞳拡張デバイスは、前記小型プロジェクタから前記画像を受け取り、
前記眼の前記視軸と実質的に整合した配向で拡張されたサイズにおいて、前記画像を前記
ゾーンプレート回折パターン形成デバイスに送達して、前記見る人の前記眼に送達するよ
うに構成されている、項目９に記載のシステム。
（項目１１）
　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスおよび投影デバイスは、少なくとも１つ
の共通構造を備える、項目１に記載のシステム。
（項目１２）
　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、導波路に組み込まれ、前記投影デバ
イスは、前記導波路に結合された高速小型プロジェクタを備え、前記高速小型プロジェク
タは、前記画像が前記見る人の前記眼へ向かう途中で前記導波路から出る前に、前記回折
パターンを通して前記画像を進ませるように構成されている、項目１１に記載のシステム
。
（項目１３）
　前記小型プロジェクタは、前記見る人の前記眼の視軸と実質的に垂直に装着され、前記
導波路は、前記小型プロジェクタから前記画像を受け取り、前記眼の前記視軸と実質的に
整合した配向で拡張されたサイズにおいて、前記画像を前記見る人の前記眼に送達するよ
うに構成されている、項目１２に記載のシステム。
（項目１４）
　前記遮閉マスクデバイスは、ディスプレイを備え、前記ディスプレイは、前記ディスプ
レイの複数の部分の各々において光を遮閉するか、または通過させるかのいずれかを、各
部分において光を遮閉し、または通過させる関連コマンドに応じて、行うように構成され
ている、項目１に記載のシステム。
（項目１５）
　前記遮閉マスクデバイスは、１つ以上の液晶ディスプレイを備える、項目１４に記載の
システム。
（項目１６）
　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、高周波数バイナリディスプレイを備
え、前記高周波数バイナリディスプレイは、ディスプレイの複数の部分の各々において光
を遮閉するか、または通過させるかのいずれかを、各部分において光を遮閉し、または通
過させる関連コマンドに応じて、行うように構成されている、項目１に記載のシステム。
（項目１７）
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　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、約５００Ｈｚから約２，０００Ｈｚ
の間のリフレッシュレートを有する、項目２に記載のシステム。
（項目１８）
　前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスは、約７２０Ｈｚのリフレッシュレート
を有する、項目１７に記載のシステム。
（項目１９）
　前記コントローラは、毎秒約３０フレームから約６０フレームの間で前記投影デバイス
および遮閉マスクデバイスを動作させるように構成され、前記コントローラは、前記投影
デバイスおよび遮閉マスクデバイスの各フレームに対して最大約１２の異なる回折パター
ンをデジタル表示するように、前記ゾーンプレート回折パターン形成デバイスを動作させ
るように構成されている、項目２に記載のシステム。
（項目２０）
　前記投影デバイス、遮閉マスクデバイス、および前記ゾーンプレート回折パターン形成
デバイスは、前記見る人の１つの眼のための結像モジュールを集合的に備え、前記システ
ムは、前記見る人の別の眼のための第２の結像モジュールをさらに備える、項目１に記載
のシステム。
 
【図面の簡単な説明】
【０００５】
【図１】図１は、人によって視認される特定の仮想現実オブジェクトおよび特定の実際の
現実オブジェクトを有する拡張現実シナリオの例証を描写する。
【図２】図２は、ユーザのために３次元結像をシミュレートする従来の立体視システムを
図示する。
【図３Ａ】図３Ａおよび３Ｂは、適応が正確な表示構成の局面を図示する。
【図３Ｂ】図３Ａおよび３Ｂは、適応が正確な表示構成の局面を図示する。
【図４】図４Ａ～図４Ｃは、曲率半径と焦点半径との間の関係を図示する。
【図５】図５～図６Ｃは、対象の構成に適用されるような回折格子の局面を図示する。
【図６】図５～図６Ｃは、対象の構成に適用されるような回折格子の局面を図示する。
【図７Ａ】図７Ａ～図７Ｃは、３つの異なる焦点機構を図示する。
【図７Ｂ】図７Ａ～図７Ｃは、３つの異なる焦点機構を図示する。
【図７Ｃ】図７Ａ～図７Ｃは、３つの異なる焦点機構を図示する。
【図７Ｄ】図７Ｄは、フレネルゾーンプレートを図示する。
【図８Ａ】図８Ａ～図８Ｃは、回折システムの焦点合わせ問題の種々の局面を図示する。
【図８Ｂ】図８Ａ～図８Ｃは、回折システムの焦点合わせ問題の種々の局面を図示する。
【図８Ｃ】図８Ａ～図８Ｃは、回折システムの焦点合わせ問題の種々の局面を図示する。
【図９】図９は、組み込まれた回折格子を有する導波路の一実施形態を図示する。
【図１０】図１０は、漏れ出る一方のモードと、導波路内に捕捉されたままにする他方の
モードとを可能にするように設計されている、組み込まれた回折格子を有する導波路の一
実施形態を図示する。
【図１１】図１１Ａ～図１１Ｂは、回折結像モジュールの実施形態の局面を図示する。
【図１２】図１２Ａ～図１２Ｂは、回折結像モジュールの実施形態の局面を図示する。
【図１３】図１３Ａ～図１３Ｂは、回折結像モジュールの実施形態の局面を図示する。
【発明を実施するための形態】
【０００６】
　（詳細な説明）
　図３Ａおよび図３Ｂを参照すると、ＡＡＤシステムの種々の局面が描写されている。図
３Ａを参照すると、単純な説明図が、立体視（図２）の場合のような２つの従来のディス
プレイの代わりに、各画像の種々の局面（１４）に対する種々の半径方向焦点深度（１２
）を有する、各眼に１つずつ、２つの複合画像が、知覚された画像内の３次元深度層の知
覚を各眼に提供するために利用され得ることを示す。
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【０００７】
　図３Ｂを参照して、発明者らは、典型的な人間の眼が、半径方向距離に基づいて、深度
の約１２層（図３の層Ｌ１～Ｌ１２（図面の要素１６））を解釈することができると判定
した。約０．２５メートルの近視野限界（７８）が、ほぼ最も近い焦点深度であり、約３
メートルの遠視野限界（８０）は、人間の眼から約３メートルよりも遠い任意のアイテム
が無限遠焦点を受けることを意味する。焦点の層は、眼に近づくにつれて、ますます薄く
なり、換言すると、眼は、比較的眼に近く極めて小さい焦点距離の差を知覚することがで
き、この効果は、図３Ｂに示されるように、オブジェクトが眼からさらに遠く離れるにつ
れて消散する。要素８２は、無限遠オブジェクト位置において、焦点深度／屈折間隔値が
約１／３ジオプタであることを図示する。図３Ｂの重要性を説明する１つの他の方法では
、ユーザの眼と無限遠との間に約１２の焦点面がある。人間の眼が、深度を知覚するため
に焦点面を利用するように常に動き回っているため、これらの焦点面、および描写された
関係内のデータは、ユーザの眺めのための拡張現実シナリオ内で仮想要素を位置決めする
ために利用され得る。
【０００８】
　図４Ａ～図４Ｃを参照して、Ｋ（Ｒ）が１／Ｒに等しい曲率の動的パラメータであり、
Ｒが表面に対するアイテムの焦点半径である場合には、半径の増加（Ｒ３、Ｒ２へ、最大
でＲ１）とともに、減少するＫ（Ｒ）を有する。点によって生成される光照射野は、点が
ユーザの眼からどれだけ遠くにあるかという関数である、球面曲率を有する。この関係は
また、ＡＡＤシステムに利用されてもよい。
【０００９】
　図５を参照すると、従来の回折格子（２２）が示され、光が、回折次数（ｎ）と、空間
周波数と、１／ｄに等しいＫ係数とに関係する角度（θ－２０）で格子間隔（１８）を通
過し、方程式：ｄ＊ｓｉｎ（θ）＝ｎ＊波長（または代替として、Ｋ係数を代入して、ｓ
ｉｎ（θ）＝ｎ＊波長＊Ｋ）を使用する。図６Ａ～図６Ｃは、回折パターン（２２、２４
、２６）における間隔（１８、２８、３０）の減少とともに、角度（２０、３２、３４）
がより大きくなることを図示する。
 
【００１０】
　図７Ａ～図７Ｃを参照すると、レンズ（３６）を通した屈折、曲面鏡（３８）を用いた
反射、および図７Ｄでも示されるフレネルゾーンプレート（４０）を用いた回折の３つの
異なる焦点機構が描写されている。
 
【００１１】
　図８Ａを参照すると、Ｎ＝－１モードが仮想画像に対応することができ、Ｎ＝＋１モー
ドが実画像に対応することができ、Ｎ＝０モードが無限遠集束画像に対応することができ
ることを図示するように、回折の簡単化されたバージョンが示されている。これらの画像
は、人間の眼および脳にとって紛らわしく、特に、図８Ｂに示されるように、全てが軸上
で集束した場合に問題となり得る。図８Ｃを参照すると、所望されないモード／画像の遮
断を可能にするために、軸外焦点構成が利用されてもよい。例えば、コリメートされた（
ｒ＝無限遠）画像がＮ＝０モードによって形成されてもよく、発散仮想画像がＮ＝－１モ
ードによって形成されてもよく、収束画像がＮ＝＋１モードによって形成されてもよい。
これらのモード／画像の空間位置およびそれらの軌道の差は、オーバーレイ、ゴースト発
生、および「多重露光」の知覚効果等の回折結像と関連付けられる前述の問題を防止する
ように、フィルタリングまたは分離を可能にする。
【００１２】
　図９を参照すると、組み込まれた回折格子を有する導波路が示されている。そのような
導波路は、例えば、ＢＡＥ　Ｓｙｓｔｅｍｓ　ＰＬＣ（Ｌｏｎｄｏｎ，Ｕ．Ｋ．）等の供
給業者から入手可能であり、示されるように図９の左側から画像を取り込み、組み込まれ
た回折格子（４４）を通して画像を送り、結果として生じた画像をある角度で（例えば、
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図９では、導波路の側面を通して）放出するために利用されてもよい。したがって、方向
変更および回折の２つの用途が、そのような要素を用いて達成されてもよい。実際に、図
８Ｃを参照して説明されるもの等の軸外焦点技法は、図９に示されるもの等の回折導波路
要素と組み合わせられることにより、図１０に示されるもの等の構成をもたらし、描写さ
れた実施形態では、回折導波路の幾何学形状が、Ｎ＝－１モード（例えば、仮想画像）が
導波路からユーザの眼の中へ通過させられ、他の２つのモード（Ｎ＝０およびＮ＝＋１）
が反射によって導波路の内側に捕捉されるようなものであるため、方向変更および回折だ
けでなく、フィルタリングも達成される。
【００１３】
　図１１Ａ～図１３Ｃを参照すると、上記の概念が、種々の拡張現実表示構成で実践され
ている。
【００１４】
　図１１Ａを参照すると、ＡＡＤシステムは、各眼（４、６）の前の結像モジュール（４
６、４８）を備え、それを通してユーザが世界を見る。図１１Ｂは、マイクロプロセッサ
、マイクロコントローラ、フィールドプログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）、特定用
途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、または同様のものであり得る、その関連コントローラ（６
６）（描写された電子制御導線を介して結合され、導線は無線でもあり得る）を有するモ
ジュール（４６）のより大きい図を図示する。コントローラは、好ましくは、電力供給部
と、さらに、外部世界とコントローラ（６６）との間で情報の交換を可能にする情報交換
デバイス（例えば、無線インターネットまたはＢｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）アダプタ
）とに結合される。本システムは、毎秒３０フレームから６０フレームの間の速度等の画
像リフレッシュレートで動作するように構成されてもよい。コントローラは、高リフレッ
シュレートのデジタル高解像度ディスプレイ（５２）（例えば、フェロリキッド（ｆｅｒ
ｒｏ－ｌｉｑｕｉｄ）、ブルーフェーズ、またはベントコアディスプレイ）を動作させる
ことにより、約１２の深度層のそれぞれに関して、種々のゾーンプレート幾何学形状を連
続して迅速に表示するように構成されてもよい。例えば、毎秒６０フレームの全体的性能
が所望される実施形態では、ゾーンプレートディスプレイ（５２）は、図３Ｂに示される
ように１２の深度層のそれぞれに模擬適応を提供することができるように、これの１２倍
、つまり７２０Ｈｚで動作させられ得る。遮閉マスクディスプレイ（５４）は、その前で
透明プロジェクタ層（５６）において表示される画像に幾何学的に対応する、暗化された
画像を表示するように構成され、それは、遮閉マスクディスプレイの反対側からの光が、
プロジェクタ層（５６）内の所望の仮想または拡張画像の表示を通って漏出すること、ま
たはそれに干渉することを防止するように暗化される。したがって、示されるような拡張
現実構成では、現実背景からの光は、遮閉マスク（５４）の覆われていない部分を通り、
透明プロジェクタ層（５６）の透明な（すなわち、画像の一部分をブロードキャストしな
い）部分を通り、適応処理のためにゾーンプレート層（５２）の中へ通過する。投影層（
５６）で投影される画像は、遮閉層（５４）で背景光からのマスク遮断を受け、適応処理
のためにゾーンプレート層（５２）の中へ前方に投影される。これらの組み合わせ、また
はユーザにとっての拡張現実の関連知覚は、「真の３Ｄ」に非常に近い。
【００１５】
　図１２Ａ～図１２Ｂは、別の実施形態を描写し、結像モジュール（５８）が、眼の視軸
とほぼ垂直な角度で配向された高解像度小型プロジェクタを備え、基板誘導型遅延射出瞳
拡張デバイス（７０）を備える導波路が、小さな小型プロジェクタからの画像を拡大して
ゾーンプレート層（５２）の中へ向け直し、遮閉層（５４）が背景照明から投影画像の知
覚を保護するように同様のマスキング機能を提供する。
【００１６】
　図１３Ａ～図１３Ｂは、別の実施形態を描写し、ゾーンプレートおよび投影層が、小型
プロジェクタ（６８）から小さい画像を取り込み、それを向け直して拡大し、さらに、眼
まで通過させるためにそれを回折する、同一の統合モジュール（７２）内に本質的に収納
されるように、要素５２および７０が組み合わせられ、遮閉層（５４）が、背景照明から
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投影画像の知覚を保護するように同様のマスキング機能を提供する。
【００１７】
　本発明の種々の例示的実施形態が、本明細書で説明される。非限定的な意味で、これら
の実施例が参照される。それらは、本発明のより広くて利用可能な局面を例証するように
提供される。種々の変更が、説明される本発明に行われてもよく、本発明の真の精神およ
び範囲から逸脱することなく、同様のものが置換されてもよい。加えて、特定の状況、材
料、物質組成、プロセス、プロセス行為、またはステップを本発明の目的、精神、または
範囲に適合させるように、多くの修正が行われてもよい。さらに、当業者によって理解さ
れるように、本明細書で説明および例証される個々の変形例のそれぞれは、本発明の範囲
からも精神からも逸脱することなく、他のいくつかの実施形態のうちのいずれかの特徴か
ら容易に分離され、またはそれらと組み合わせられ得る、別個の構成要素および特徴を有
する。全てのそのような修正は、本開示と関連付けられる特許請求の範囲内にあることを
意図としている。
【００１８】
　本発明は、対象デバイスを使用して行われ得る方法を含む。本方法は、そのような好適
なデバイスを提供するという行為を含んでもよい。そのような提供は、エンドユーザによ
って行われてもよい。換言すれば、「提供する」行為は、エンドユーザが、対象方法にお
いて必須デバイスを提供するように、取得し、アクセスし、接近し、位置決めし、設定し
、起動し、電源を入れ、または別様に作用することを、単に要求する。本明細書で記載さ
れる方法は、事象の記載された順番のみならず、論理的に可能である記載された事象の任
意の順番で実行されてもよい。
【００１９】
　本発明の例示的局面が、材料選択および製造に関する詳細とともに、上記で記載されて
いる。本発明の他の詳細に関しては、これらは、上記で参照された特許および刊行物と関
連して理解されるとともに、概して、当業者によって公知であり、または理解され得る。
一般的または論理的に採用されるような付加的な行為の観点から、本発明の方法ベースの
局面に関して、同じことが当てはまり得る。
【００２０】
　加えて、本発明は、種々の特徴を必要に応じて組み込むいくつかの実施例を参照して説
明されているが、本発明は、本発明の各変形例に関して想定されるように、説明および指
示されるものに限定されるものではない。種々の変更が、説明された本発明に行われても
よく、本発明の真の精神および範囲から逸脱することなく、同等物が（本明細書に記載さ
れようと、いくらか簡単にするために含まれていなかろうと）置換されてもよい。加えて
、値の範囲が提供される場合、その範囲の上限と下限との間の全ての介在値、およびその
規定範囲内の任意の他の規定値または介在値が、本発明内に包含されることを理解された
い。
【００２１】
　また、説明される本発明の変形例の任意の必要に応じた特徴が、独立して、または本明
細書で説明される特徴のうちのいずれか１つ以上と組み合わせて、記載および請求されて
もよいことが想定される。単数形のアイテムへの参照は、複数の同一のアイテムが存在す
るという可能性を含む。より具体的には、本明細書で、および本明細書に関連付けられる
特許請求の範囲で使用される場合、「１つの」（「ａ」、「ａｎ」）、「前記（ｓａｉｄ
）」、および該（「ｔｈｅ」）という単数形は、特に規定がない限り、複数形の指示対象
を含む。換言すれば、冠詞の使用は、上記の説明ならびに本開示と関連付けられる特許請
求の範囲において、対象アイテムの「少なくとも１つ」を可能にする。さらに、そのよう
な特許請求の範囲は、任意の随意的な要素を除外するように起草され得ることに留意され
たい。したがって、この記述は、特許請求の範囲の要素の記載と関連して、「単に」、「
のみ」、および同様のもののような排他的用語の使用、または「否定的」制限の使用のた
めに、先行詞としての機能を果たすことを目的としている。
【００２２】
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　そのような排他的用語を使用することなく、本開示と関連付けられる特許請求の範囲に
おける「備える」という用語は、所与の数の要素がそのような請求項で列挙されるか、ま
たは特徴の追加をそのような請求項に記載される要素の性質の変換として見なすことがで
きるかにかかわらず、任意の付加的な要素を含むことを可能にするものとする。本明細書
で具体的に定義される場合を除いて、本明細書で使用される全ての技術および化学用語は
、特許請求の範囲の有効性を維持しながら、可能な限り広い一般的に理解されている意味
を与えられるものである。
【００２３】
　本発明の幅は、提供される実施例および／または対象の明細書に限定されるものではな
く、むしろ、本開示と関連付けられる特許請求の範囲の言葉の範囲のみによって限定され
るものである。

【図１】 【図２】
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